○南三陸町高校魅力化協議会設置要綱資料-１
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告示第98号
　（目的）
第１条　本町に位置する宮城県志津川高等学校（以下「志津川高校」という。）について、幅広い視点から意見交換を行い、志津川高校と地域との更なる連携、志津川高校の魅力向上によるその維持・存続の検討等に資するため、南三陸町高校魅力化協議会（以下「協議会」という。）を設置する。
　（検討事項）
第２条　協議会は、次に掲げる事項について検討する。
　（１）　志津川高校と地域との更なる連携、志津川高校の魅力向上等に向けた課題・問題点
　（２）　志津川高校と地域との更なる連携、志津川高校の魅力向上等に関する取組みの方向性
　（３）　その他必要な事項
　（協議会の構成）
第３条　協議会は、次に掲げる者により構成する。
　（１）　南三陸町副町長
　（２）　南三陸町教育委員会教育長
　（３）　宮城県志津川高等学校長
　（４）　南三陸町立志津川中学校長
　（５）　南三陸町立歌津中学校長
　（６）　宮城県志津川高等学校同窓会長
　（７）　宮城県志津川高等学校父母教師会長
　（８）　南三陸町立志津川中学校父母教師会長
　（９）　南三陸町立歌津中学校父母教師会長
　（10）　その他町長が必要と認める者
　（運営）
第４条　協議会に会長を置き、南三陸町副町長が務める。
２　会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
　（協議会の会議）
第５条　協議会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。
　（分科会）
第６条　協議会に分科会を置く。
２　分科会は、会長が指名する委員で組織する。
３　分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選によって定める。
４　分科会長は、当該分科会長の属する分科会の事務を処理し、その分科会を代表する。
５　分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けたときは、その分科会に属する委員のうちから当該分科会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
　（協議会における意見の聴取等）
第７条　会長は、必要に応じ、構成員以外の者に会議への出席を求めることができる。
　（庶務）
第８条　協議会の庶務は、南三陸町企画課において処理する。
　（その他）
第９条　この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
　　　附　則
　この告示は、平成２８年９月１日から施行する。
　　　附　則(平成２９年告示第８３号)
この告示は、平成２９年７月２４日から施行する。
　　附　則（平成３０年告示第７３号）
この告示は、平成３０年８月１０日から施行する。
　　附　則（平成３０年告示第　号）
この告示は、平成３０年１１月２０日から施行する。
